
中之条ガーデンズ 入園基準 
○次の事項に当てはまる場合、当園への立ち入りをお断りするかまたは施設外への退去をお願いします 
・当園を利用しようとする者の中に次の事由のいずれかに該当する者が認められる場合 
 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者その他反社会勢力（以下これらを総称して「暴
力団等反社会勢力」という）に属する者 
暴力団等反社会勢力が事業活動を支配するその他の団体に属する者 
その役員のうちに暴力団等反社会勢力に該当するものを含む法人に属する者 
泥酔またはその状態に著しく近い者 
・当園の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあり、当園の管理上支障があると認められる場
合 
・当園または当園の従業員に対し、暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求するおそれがあ
る場合 
・本利用基準において定める禁止事項を行うおそれがある場合 
・上記に加え、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められた場合 
・37.5 度以上の発熱や風邪症状等の不調がある場合 
※新型コロナウイルス等感染症が流行している場合の来園不可事項 
・新型コロナウイルス等感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14 日以内に政府から入国制限、
入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合 
・マスクを着用していない場合 
※3歳以下の幼児については強制はせず、家族の判断に任せることとする。また、夏期の気温、湿度が高い時
期において、屋外で人と十分な距離が保たれている場合は、マスクを外すことができる 

○当園への入園にあたり、以下の行為は禁止します 
・園内での植物採取及び植物の園外への持ち出し行為 
・ペットを連れての入園（ケージに入れての入園も不可） 
 ※盲導犬、介助犬、聴導犬は、ケージ等不要で入園は可能 
・園内での喫煙行為（加熱式タバコや携帯灰皿等を利用した喫煙、道路上や駐車場での喫煙も不可） 
・球技行為全般 
・スケートボードまたはインラインスケート等での滑走 
・自転車や三輪車の乗り入れ 
・三脚を立てての写真撮影 
・ドローン等の無人飛行機の持ち込み及び使用 
・無許可での商業的利用を目的とした録画または撮影 
・無許可での営業行為、チラシの配布、広報宣伝活動、集会又は演説 
・爆発物、鉄砲刀剣類等の危険物の持ち込み 
・当園内の安全・風紀・秩序を乱し、他人に迷惑及び不快感を与える行為 
・当園の運営の妨げとなる一切の行為 


